
東京都調布市支部
号外

令和７年１０月３１日

連絡先：国民民主党東京都調布市支部
〒182-0006 東京都調布市西つつじケ丘3-23-3
TEL：050-8890-5455 / FAX：050-8890-5411
HP: https://sites.google.com/view/kokumin-tokyo-chofu/

調布市議会議員 所属会派：チャレンジ調布

山 根 洋 平 活動報告Vol.18 

ご意見・ご要望・ご相談をお気軽に

調布市議会議員 山 根 洋 平 までお寄せください

070-8427-9292
mail@yyamane.jp

Googleフォーム[1]

再審法の改正でえん罪被害者の人権を守る

令和７年９月に開催された、調布市議会第３回定例会の最終日に、国民民主

党の山根洋平議員が提案者となった「刑事訴訟法における再審規定（再審法）

の改正を求める意見書」が全会一致で可決されました。

日本の刑事司法制度において、えん罪被害者の迅速な救済は極めて重要な課題

です。長期間にわたり自由を奪われ、時には命まで奪われるえん罪は、取り返しのつか

ない重大な人権侵害であり、国民の司法制度への信頼を根幹から揺るがしています。

現行の刑事訴訟法における再審規定（以下「再審法」。）には、えん罪被害者の

救済を妨げる複数の制度的欠陥が存在します。まず、再審請求手続きにおいて、無罪を証明する新たな証拠を発見する

ことは極めて困難であることがあります。多くの再審事件では、検察官が開示した証拠が再審開始の決め手となっているに

もかかわらず、現行法には検察官に証拠開示を義務付ける規定がありません。

また、再審請求審理における事実の取り調べなどの進め方が裁判所の裁量に委ねられているため、対応に大きな差異が

生じ、手続きの公平性が損なわれています。さらに、再審開始決定に対する検察官の不服申立ては、えん罪被害者の迅

速な救済を妨げる最大の要因の一つとなっています。

近年の再審事件、特に袴田事件（1966年発生、1980年死刑確定）は、無実を訴える者の救済がいかに困難で、

長い時間を要するかを改めて浮き彫りにしました。死刑確定から44年、事件発生から58年という歳月を経て再審無罪が

確定した事実は、現行の再審法が、えん罪被害者を迅速に救済する上でいまだ不十分であることを明確に示していると言

えます。

これらの課題を解決し、えん罪被害者が一刻も早く救済されるよう、再審法を速やかに改正する必要があり、これは、国

民の平穏な日常生活を守り、刑事司法制度に対する信頼を回復するための不可欠な措置であることから、再審法の改

正を行うよう、調布市議会の意思として、国等の関係機関に意見書が送られました。
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意見書の提案理由説明をする
山根洋平 議員

保育園の保育士が退職し、急に延長
保育を受けられなくなり困っている。

夏休み期間の学童クラブでお弁当を
注文できるようにならないか？

学校給食の食材には栄養のいいものを
使ってもらいたい。

過去にいただいたご意見・ご相談

再審法改正法案を超党派で衆議院に提出

令和７年６月18日、国民民主党は超党派で議員立法「刑事訴訟法の一部を改

正する法律案」を衆議院に提出しました。法案提出後、田中健政調会長代理(衆議院

議員／静岡4区)は記者団の取材に応じ、「袴田事件があり、国民の多くがこの改正を望

んでいる。静岡県のすべての自治体をはじめ、全国各地の自治体で改正を求める意見

書が採択されている。法案を提出することで改正を望む声に応えたい。」と述べました。
法案提出の様子
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国民民主党は、私たちと一緒に「新しい答え」を作っていただける方を募集中です

党員・サポーター登録いただいた方には党の代表
選挙の投票権があります。調布市支部からご登録
いただけます

特別党員・ファン登録は党本部での手続きです。
登録資格など詳細は党本部HPをご確認ください。

年会費：特別党員45,000円・党員4,000円・サポーター2,000円・ファン無料
登録資格など詳細は党本部HPをご確認ください。党員・サポーターは調布市支部からご登録ください。
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